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注
意
点

・
浄
化
槽
の
本
体
工
事
は
、
入

札
に
よ
り
町
が
行
い
ま
す
の

で
、
個
人
で
浄
化
槽
を
設
置
し

た
後
で
の
申
請
は
受
理
で
き
ま

せ
ん
。

・ 

工
事
希
望
開
始
日
の
１
カ
月

前
に
は
申
請
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

・ 

平
成
21
年
度
の
受
付
は
平
成

22
年
１
月
末
日
ま
で
を
目
途

と
し
て
い
ま
す
。

事業分担金
　町で設置する浄化槽本体の工事費の一部とし
て、事業分担金を申請者に負担していただきま
す。負担金額は、次の金額を限度額とした工事
費用の１割です。限度額を超えた分は全額申請
者の負担となります。

浄化槽の決め方
　一般住宅用の浄化槽は、処理能力によって５
人槽・７人槽・10人槽に区分されていて、原則
的には住宅の延床面積によって人槽が決まりま
す。

一般住宅の浄化槽人槽算定

住宅延床面積 人　槽
１日当たり
処理水量

160㎡まで ５人槽 1.0㎥
160㎡を超えるもの ７人槽 1.4㎥
２世帯住宅
（延床面積に関わらず）
浴室・台所が２つあり、
実際に独立した生活が
送られている住宅

10人槽 2.0㎥

人　槽 限　度　額 町負担の上限
５人槽 837,000円 753,300円
７人槽 1,043,000円 938,700円
10人槽 1,375,000円 1,237,500円

（例）５人槽で浄化槽の本体工事費用が850,000
円であった場合の申請者負担額
　�限度額837,000円×10％＋（850,000円－限度
額837,000円）＝96,700円
＊ 平成20年度において、工事費が限度額を超え
た件数は０件です。

浄化槽使用料
　浄化槽の使用開始後は、保守点検や消毒
薬品の補充、汚泥の引き抜き、清掃、法定
検査など、法律で義務付けられた維持管理
を町が行います。それらにかかる費用を浄
化槽使用料として、条例に基づき右表のと
おり毎月町に納めていただきます。

区　　分 1カ月当たり 備　考

専用住宅 基本料金 1戸当たり1,890円
人数割り 1人当たり  630円

併用住宅 基本料金 1戸当たり1,890円
人数割り 1人当たり  630円 世帯員＋従業員

集会所 定　　額 1,890円

（例）専用住宅で４人家族の場合の毎月使用料金
　　　基本料金1,890円＋630円×4人＝4,410円
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浄化槽区分 新築住宅 改築住宅
５人槽 166,000円 235,000円
７人槽 207,000円 293,000円
10人槽 274,000円 389,000円

補助金額（平成21年度）
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